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 KPMGの所見  — —— —— — —— —— — —— —— —— — —— —— — —— —— — —— —— —  

「7号公告」は、中国の現行の増値税期末留保税額還付政策を全面的に最適化・調整し、改善したものであ
り、「増値税改革の深化に係わる政策に関する財政部・税務総局・税関総署の公告」（財政部・税務総局・
税関総署公告2019年第39号）第8条及び2022年に財政部、税務総局が異なる納税者区分を対象として公布し
た第14号、第17号、第19号、第21号公告などの留保税額還付政策を含め、いくつかの段階的な政策を撤廃
した。「7号公告」は、納税者を3区分に分け、それぞれに適用される還付条件、還付期間、還付率などを最
適化・改善した。 

納税者は、「製造業」「科学研究と技術サービス業」「ソフトウェアと情報技術サービス業」「生態保護と
環境ガバナンス業」業界に所属する納税者（以下「4つの重点業界納税者」）、不動産開発経営業納税者、
及びその他の納税者の3区分に分けられる。このうち、4つの重点業界納税者及び不動産開発経営業納税者は、
以下の基準に基づいて判定される。 
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（中国税務速報） 

 

 

概要： 

———————————— 

• 財政部、税務総局は8月22日付けで「増値税期末留保税額還付政策の改善に関する公告」（財政部・
税務総局公告2025年第7号）（以下「7号公告」）を公布した。「7号公告」は2025年9月1日より施
行される。これは、2019年から構築されてきた中国の増値税期末留保税額還付政策が、長年の改革
と試行を経て、現在の経済社会発展の新たな情勢を踏まえた上で、更に最適化・調整され、段階的
な政策から常態化した制度へ移行したことを意味している。また、国家税務総局はこれに併せて
2025年第20号公告（以下「20号公告」）を公布し、留保税額還付手続きに関する具体的な徴収管理
事項を明確にしており、具体的な徴収管理要件は現行の政策と比べて実質的な変更はない。 
 

増値税期末留保税額還付政策の更なる改善 
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• 4つの重点業界納税者とは、「国民経済産業分類」にある「製造業」「科学研究と技術サービス業」「ソフ
トウェアと情報技術サービス業」「生態保護と環境ガバナンス業」に従事する際に発生した増値税課税売上
高が増値税課税売上高総額の50%を超える納税者をいう。 

• 不動産開発経営業納税者とは、「国民経済産業分類」にある「不動産開発経営事業」に従事する際に発生し
た増値税課税売上高及び前受金が増値税課税売上高総額及び前受金総額の50%を超える納税者をいう。 

特に注意すべき点としては、4つの重点業界納税者の売上高比率の計算方法は、現行の規定に比べて実質的
な変更はないものの、不動産開発経営業納税者は、売上高及び前受金の両方の比率を計算する必要がある。
なお、同一計算期間内において、既に比率計算に用いた前受金を再度計算に使用してはならない。増値税の
差額徴収政策を適用する場合、「7号公告」では、現行の規定に定められた「差額調整後の売上高に応じて
確定する」を「差額調整前の売上高に応じて確定する」に調整した。 

4つの重点業界納税者には、月次で期末留保税額還付政策が適用される。不動産開発経営業納税者及びその
他の納税者は、引き続き一定の要件と比率に基づいて増加留保税額の還付を受けられるが、還付の申請対象
となる期末留保税額の要件、範囲、比率は異なる。3つの納税者区分ごとの期末留保税額還付政策の要点は
下表を参照すること。 

「7号公告」によると、納税者は還付された増値税即時徴収・即時還付（即徴即退）、徴収後還付（先徴後
返（退））政策対象税額を全額返納した後、又は還付済みの留保税額を全額返納した後、留保税額還付若し
くは増値税即時徴収・即時還付、徴収後還付政策の適用を改めて選択することができる。ただし、一旦選択
した後、36か月以内に変更してはならない。 

また、「20号公告」は、国家税務総局2019年第20号公告、第45号公告、2022年第4号公告、第11号公告な
ど一連の現行の増値税期末留保税額還付に関する徴収管理政策を統合しており、現行の留保税額還付手続き
に関する具体的な徴収管理要件と比べて実質的な変更はない。 

 4 つの重点業界納税者 不動産開発経営業納税者 その他の納税者 

還付条件 

（注記 1） 
基本要件 

 基本要件 

 2019 年 3 月 31 日時点の期
末留保税額と比べて、還付
申請前の連続する 6 か月又
は 2 四半期連続で期末増加
留保税額が 0 を超えること 

 かつ 6 か月目又は第 2 四半
期 の期 末増 加留 保税 額 が
50 万人民元を下回らない
こと 

 基本要件 

 還付申請前の連続する 6 か月
の期末留保税額が 0 を超える
こと 

 かつ 6 か月目の期末留保税額
と還付申請の直前の申告期間
の前年度 12 月 31 日時点の期
末留保税額を比べて、増加留
保税額が 50 万人民元を下回
らないこと 

還付期間 月次 

6 か 月の観 察期間 を経 過
し、かつ満期時に増加留保
税額が要件を満たしている
こと 

6 か月の観察期間を経過し、
かつ満期時に増加留保税額が
要件を満たしていること 
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 4 つの重点業界納税者 不動産開発経営業納税者 その他の納税者 

還付申請対象とな
る期末留保税額の

範囲 
当期の期末留保税額 

当 期 の 期 末 留 保 税 額 と
2019 年 3 月 31 日時点の期
末留保税額を比べて増加し
た留保税額 

当期の期末留保税額と還付申
請の直前の申告期間の前年度
12 月 31 日時点の期末留保税
額を比べて増加した留保税額 

還付比率 100% 60% 

1 億人民元以下の部分：60% 

1 億人民元を超える部分：
30% 

還付対象となる留
保税額の計算式 

（注記 2） 

当期の期末留保税額×
仕 入 税 額 構 成 比 率 ×
100% 

当 期 の 期 末 留 保 税 額 と
2019 年 3 月 31 日時点の期
末留保税額を比べて増加し
た留保税額×仕入税額構成
比率×60% 

当期の期末留保税額と還付申
請の直前の申告期間の前年度
12 月 31 日時点の期末留保税
額を比べて増加した留保税額
のうち 1 億人民元以下の部分
× 仕 入 税 額 構 成 比 率 ×
60%+1 億人民元を超える部
分×仕入税額構成比率×30% 

注記1：「7号公告」は、基本的に現行の法規定における留保税額申請の基本要件を踏襲しており、納税者は下記の要件を同時
に満たす必要がある。1）納税・費用納付の信用格付けがA級又はB級であること。2）還付申請前の36か月間に留保税額還付
金や輸出還付金の詐取、若しくは増値税専用発票の虚偽発行を行っていないこと。3）還付申請前の36か月間に脱税によって
税務機関に2回以上処罰されていないこと。4）2019年4月1日以降、増値税即時徴収・即時還付、徴収後還付政策を適用して
いないこと。本公告で別段に定めがある場合はこの限りではない。 

注記2：「7号公告」で定められた4つの重点業界納税者、不動産開発経営業納税者の仕入税額構成比率は、現行の法規定と基
本的に一致しており、2019年4月から還付申請の直前の申告期間までの控除済み増値税専用発票、税関輸入増値税専用納付書、
納税証明書、自動車販売統一発票、有料道路通行料増値税電子普通発票、電子発票（航空輸送電子搭乗券行程単（eチケット
お客様控））、電子発票（鉄道eチケット）などの増値税控除証憑（以下「7種類の増値税控除証憑」）に明記された増値税額
が同期間の控除済み仕入税総額に占める割合である。その他の納税者の仕入税額構成比率について、「7号公告」では調整さ
れ、還付申請の直前の申告期間の所属年度の1月から還付申請の直前の申告期間までの控除済み7種類の増値税控除証憑に明記
された増値税額が同期間の控除済み仕入税総額に占める割合である。 

KPMGのご提案  —— —— — —— —— — —— —— —— — —— —— — —— —— — —— —— —  

「7号公告」の公布は、中国の増値税留保税額還付制度が段階的な政策から常態化した制度へ移行したこ
とを意味している。新政策は、中国の現在の経済社会発展の新たな情勢を踏まえ、国家発展戦略に的確に
焦点を当て、製造業、科学技術革新、グリーン開発などの国家発展戦略への支援を強調している。併せて
公布された徴収管理文書である「20号公告」は、徴収管理手続きの改善、還付審査プロセスの最適化、リ
スクマネジメントの強化により、増値税期末留保税額還付政策の確実な実施を確保する。企業は、自社の
業界属性、期末留保税額の規模を慎重に評価し、規定に従って還付を申請するとともに、期末留保税額還
付政策及び即時徴収・即時還付、徴収後還付政策が企業にもたらす影響、並びに政策間の移行ルールを十
分に評価した上で、最適な選択を行う必要がある。 
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